
主 催◆ 慶應義塾大学大学院法務研究科／慶應義塾大学法学部／三田法曹会

武川幸嗣  慶應義塾大学法学部
牧田晃子  弁護士

鹿野菜穂子　慶應義塾大学法務研究科
「法制審議会部会の審議について」

北居　功　慶應義塾大学法務研究科
出縄正人　弁護士

「債務不履行─債権者の救済要件」

平野裕之　慶應義塾大学法務研究科
岡　伸浩　弁護士

「保証─債権者保護と保証人保護の調整」

池田真朗　慶應義塾大学法務研究科・法学部
奥　国範　弁護士

「債権譲渡─対抗要件・将来債権譲渡」

ディスカッション
金山直樹  慶應義塾大学法務研究科
片山直也  慶應義塾大学法務研究科

閉会挨拶

─実務と学理の協働─

開会挨拶

司 会

司 会

午後 1 時 ～ 5 時30分
11月27日（土） 開 催 場 所

慶應義塾大学三田キャンパス
南館地下4階

ディスタンス・ラーニングルーム
参加自由、事前申込不要

民法（債権法）改正へ向けて


